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1. 本書の位置付け 

「（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業事業者選定基準書（以下「選定基準

書」という。）」は、印西市（以下「市」という。）が、（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複

合施設整備事業（以下「本事業」という。）への参加を希望する民間事業者（以下「応募者」

という。）を対象に公表するものであり、「募集要項」と一体のものとして位置付けられるも

のである。 

選定基準書は、市が本事業の設計、建設、総括管理、維持管理、運営に係る業務を実施す

る事業者（以下「選定事業者」という。）に対し期待する内容を示し、公募型プロポーザル方

式により最優秀提案者及び次点を選定するための基準を示すものである。 

 

2. 審査の概要 

2.1. 審査の方法 

応募者から提出された参加資格確認申請書及び提案書について、資格要件、要求水準への

適合を確認し、事業計画、設計、建設、維持管理、運営等の提案内容及び価格に関する提案

を総合的に評価することにより審査を行う。 

「（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備事業事業者審査委員会（以下「審査委員

会」という。）」は、選定基準書に基づいて提案内容の審査を行い、最優秀提案者及び次点を

選定する。市は、審査委員会による審査結果を踏まえ、優先交渉権者及び次順位優先交渉権

者を決定する。市は、優先交渉権者と契約協議を行い、協議が整わない場合は、次順位優先

交渉権者と契約協議を行う。なお、審査は応募者の実名審査とする。 

 

 

2.2. 審査体制 

審査は、各分野の知識経験者等で構成する審査委員会を設置して行う。 

 

審査委員（敬称略） 

役割 氏名 所属等 

委員長 柳澤 要 千葉大学大学院工学研究院 教授 

副委員長 池澤 龍三 一般財団法人建築保全センター 

保全技術研究所第三研究部 次長 

委員 足立 慎一郎 株式会社日本政策投資銀行 

産業調査部長 

委員 杉山 甚一 印西市副市長 

委員 小林 正博 印西市企画財政部長 
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2.3. 審査の手順 

審査は、以下の（1）、（2）の手順で実施する。 

 

(1) 資格審査 

・ 第一次審査として応募者の参加資格要件の有無を確認する。 

 

(2) 提案審査 

・ 第二次審査として応募者からの提案内容を審査する。 

・ 提案審査は「基礎審査」と「総合審査」から構成する。 

・ 「基礎審査」では、提案価格及び提案内容が募集要項等に示す条件を満たしている

か否かを確認する。なお、「基礎審査」の結果について点数化は行わない。 

・ 「総合審査」では、提案内容及び提案価格を選定基準書に示す評価基準に従い点数

化し、その合計点により総合的に評価する。
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2.4. 選定フロー 

募集要項等の公表から優先交渉権者決定までの流れを下図に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 選定フロー 

 

2.5. 審査結果の公表 

資格審査の結果は、各応募者に個別に通知する。提案審査の結果については各応募者へ個

別に通知するほか、審査講評を市のホームページに公表する。 

 

基礎審査 

提案内容の評価 

失格 参加資格要件を確認できない

（1）資格審査 

(2)提案審査 

失格 

総合審査 

提案価格の評価 

最優秀提案者、次点の選定 

優先交渉権者、次順位交渉権者の決定 

募集要項等の公表 

・提案価格の上限を超える場合又は下限を

下回る場合 

・募集要項等に示す条件を満たさない場合 

第２回直接対話・募集要項等に関する質問回答の公表 

参加表明書・参加資格確認申請書提出 

提案書提出 

失格 総合評価点が 60%未満の場合 
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3. 審査基準 

3.1. 資格審査 

資格審査では、応募者から提出される資格審査に関する提出書類を基に、募集要項の「3.1 

応募者の参加資格要件」を満たしているか否かを確認する。なお、参加資格要件を満たして

いない場合は失格とする。 

 

3.2. 提案審査 

(1)  基礎審査 

基礎審査では、提案書について提案価格が募集要項に示す上限額以下又は下限額以上であ

るか否か、提案内容が募集要項等に示す条件を満たしているか否かを確認する。全ての確認

項目を満足できていない応募者は失格とする。ただし、誤字等の軽微な修正はこの限りでな

い。 

提案価格に関する確認内容は以下のとおりとする。 

 

① サービス対価 

募集要項に示すサービス対価の上限額以下となっているか。 

    

②  駐車場賃料 

募集要項に示す駐車場賃料の上限額以下となっているか。 

 

③ 付帯事業における貸付料単価及び地代単価 

募集要項に示す付帯事業における貸付料単価及び地代単価の下限額以上となってい

るか。 
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(2)  提案内容の審査 

提案書の内容について、次頁以降に示す評価項目ごとに、評価の視点に基づき評価及び

加点を行う。 

提案内容の審査の加点の付与基準は、以下に示す５段階によるものとし、評価に従い各

評価項目の配点に対応する係数を乗じて算出するものとする。点数化の際は、小数点第 3

位を四捨五入し、小数点第 2 位まで算定する。 

 

表 1 提案内容の審査における採点基準 

評価 評価内容 採点基準 

A 提案内容が優れている 配点×1.00 

B 提案内容がやや優れている 配点×0.80 

C 提案内容が普通である 配点×0.60 

D 提案内容がやや劣っている 配点×0.40 

E 提案内容が劣っている 配点×0.20 
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【評価項目及び配点】 

1) 事業計画に関する事項【35 点】 

項目 評価の視点 配点 
主たる 

対象様式 

1 事業コンセプト 

①「（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整

備基本計画」に示す施設コンセプト及び基本方針

を踏まえた本事業の事業コンセプトが、明確に提

案されている。 
②事業対象地全体の目指すべき将来像のイメージが

明確に示されており、事業の実現に向けたプロセ

スが具体的な提案となっている。 
③その他、優れた提案が含まれている。 

4 様式 4-1 

2 事業実施体制 

①事業期間中、確実かつ円滑に実施できる体制が構

築されている。 
②事業実績が豊富で円滑な実施が期待できる。 
③役割分担が適正で、着実な事業実施が期待できる。 
④市との円滑なコミュニケーションが図られる体制

となっている。 
⑤その他、優れた提案が含まれている。 

4 様式 4-2 

3 
事業の安定性 
・リスク管理 

①資金調達計画の確実性が示されており、事業の安

定性を確保するための方針が明確である。 
②不測の事態に対する資金の確保等の対応、一時的

な資金運用の集中に対する備えを含め、資金計画

の安定性が工夫されている。 
③想定される事業リスクの整理に基づき、コンソ―

シアム内において適切なリスク分担や、各リスク

についての具体的かつ適切なリスク管理方針及び

対応策が提案されている。 
④付与すべき保険について的確な提案がされている。 
⑤その他、優れた提案が含まれている。 

8 
様式 4-3 

事業収支計画 

4 
事業対象地の

土地利用計画 

①新施設、１号館、敷地内市道、民間施設、駐車場

の一体的な利用が図られる合理的で安全性が確保

された魅力的な土地利用（ゾーニング）及び施設

配置となっている。 

②各施設の連携や利便性向上を実現するための動線

計画等について、具体的で優れた提案がある。 

③千葉県立北総花の丘公園との連携を踏まえた提案

がある。 

④その他、優れた提案が含まれている。 

15 様式 4-4 

5 
地域経済への

配慮 

①本事業における各業務等において、市内企業を積

極的に活用するなどの配慮がなされている。  

②市内から積極的に資機材や備品、消耗品等を調達

することや、スタッフを雇用するなどの配慮がな

されている。  

③その他、優れた提案が含まれている。  

4 様式 4-5 

小計  35  
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2) 設計・建設に関する事項【55点】 

項目 評価の視点 配点 
主たる 
対象様式 

1 
業務の基本的
な考え方、各業
務の実施体制 

①事業の目的及び基本方針を十分に理解した上で、事
業者独自の具体的かつ明確な考え方が示されてい
る。 

②新施設の設計・建設・工事監理業務、１号館の設計・
改修工事・工事監理業務、２号館の解体業務、交差
点及び敷地内市道の整備における実施体制が適切で
ある。 

③市との十分な連絡・連携が図れ、柔軟に対応できる
体制となっている。 

④事業実績が豊富で円滑な実施が期待できる。 
⑤その他、優れた提案が含まれている。 

8 様式 5-1 

2 

新施設の整備
計画、各諸室の
配置計画、動線
計画 、デザイ
ン 

①複合施設の特徴を踏まえ、多世代に分かりやすく利
用しやすい、また、利用者の交流を創出する施設ゾ
ーニングや動線計画となっている。 

②各施設の諸室機能や管理・運営面に配慮した、合理
的で工夫のある各諸室の配置計画・動線計画が提案
されている。 

③施設ごとに異なる用途や利用者を踏まえた上で、多
世代の利用者に親しまれる内観・外観デザインとな
っている。 

④利用者が使いやすく、諸室ごとに適した材質・形状・
デザインを備えた什器備品が計画されている。 

⑤その他、優れた提案が含まれている。 

17 
様式 5-2 
図面集 

3 

省エネ、ユニバ
ーサルデザイ
ン、防災・防犯
への配慮等 

①メンテナンス性に優れた施設や設備等が計画されて
いる。 

②カーボンニュートラルを見据えて、省エネや省資源
に取り組み、自然採光・自然通風の有効活用を図る
ほか、将来的な可変性といった維持管理しやすい施
設とするなど、ライフサイクルコスト縮減への配慮
について優れた提案がされている。  

③すべての利用者が安心して利用できるようユニバー
サルデザインに配慮されている。  

④防災性への配慮や、非常時における災害対策本部、
避難所、救護所等の役割を踏まえた提案となってい
る。  

⑤防犯性、感染症拡大等に配慮し、利用者が安全に利
用できるような施設や設備等が提案されている。 

⑥その他、優れた提案が含まれている。  

15 様式 5-3 

4 
施工計画、設
計・建設業務計
画 

①公共施設等における設計・建設・解体、交差点及び
敷地内市道の整備、民間施設及び駐車場の整備等の
計画や全体の業務工程が、効率的かつ安全管理が確
保された適切なものである。 

②適切な仮設計画が提案されている。 
③工事期間中の騒音、振動等の近隣住民等への配慮や、
施設利用者や付近の通行者の安全確保等、周辺環境
への配慮について具体的な方法が提案されている。 

④工事期間中の駐車場や動線等を確保した土地利用計
画の提案がなされている。 

⑤品質の確保について、具体的な方法が提案されてい
る。 

⑥その他、優れた提案が含まれている。 

15 
様式 5-4 
様式 5-5 
図面集 

小計  55  
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3) 総括管理業務、維持管理業務、運営業務に関する事項【30点】 

項目 評価の視点 配点 
主たる 

対象様式 

1 
業務の基本的

考え方、各業

務の実施体制 

①公共施設の設置目的を理解した上で、利用者の平等

な利用を確保する提案となっている。 
②新施設・１号館の開館に備え、市と十分に協議しな

がら業務を進める業務計画及びスケジュールとな

っている。  
③新施設・１号館の開館における維持管理・運営の内

容が十分に理解され、長期的視点に立った効果的か

つ効率的な業務実施の考え方が示されている。  
④公共施設等での良好なサービスの提供において、合

理的で、サービス向上に資する適切な人員配置が提

案されている。  
⑤繁忙期の対応、個人情報の取扱いや非常時等の危機

管理対応について、具体的に提案されている。  
⑥サービス水準の維持・向上を図るための効果的なセ

ルフモニタリングの方法やクレーム対応の考え方

が示されている。  
⑦その他、優れた提案が含まれている。  

10 様式 6-1 

2 
保守・点検業

務、修繕・更

新業務 

①業務の的確な実施及び品質の確保について、具体的

かつ優れた提案となっている。 
②長期的な維持管理運営の視点を含め、ライフサイクル

コストを効果的に抑制できるよう配慮されている。 
③長期的な視点を踏まえ、長期修繕計画が具体的かつ

適切に提案されている。 
④事業期間終了時の公共施設等や駐車場の状態に関

して、考慮した提案となっている。 
⑤その他、優れた提案が含まれている。 

8 様式 6-2 

3 

芸術ホール等

における事業

実施業務 
（要求水準書

「Ⅴ 2.1（1）」
に関する業

務） 

①運営の基本方針を踏まえた、具体的な工夫や配慮が

提案されている。  
②市民の交流や芸術文化活動に触れる機会の創出に

関して、効果的な主催事業及び自主事業が提案され

ている。  
③その他、優れた提案が含まれている。  

7 様式 6-3 

4 

貸館機能運

営、図書の貸

出窓口、総合

窓口案内業務 
（要求水準書

「Ⅴ 2.1（2）
～（4）に関す

る業務） 

①運営の基本的な考え方を踏まえた、具体的な工夫や

配慮が提案されている。  
②予約の受け付けや窓口対応などにおける、利用者へ

の配慮が提案されている。  
③その他、優れた提案が含まれている。  

5 様式 6-4 

小計  30  
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4) 付帯事業に関する事項【30 点】 

項目 評価の視点 配点 
主たる 

対象様式 

1 
民間施設の運

営 

①「（仮称）千葉ニュータウン中央駅圏複合施設整備

基本計画」に示す施設コンセプト及び基本方針を踏

まえ、公共施設等との一体性及び親睦性に配慮した

提案となっている。 
②公共施設等と民間施設が連携し、利便性を向上さ

せ、市民サービスの向上に繋がる魅力的で、具体的

な提案となっている。  
③民間施設事業に関する業務について、事業期間にわ

たる事業安定化方策に関して、具体的な提案となっ

ている。 
④その他、優れた提案が含まれている。  

15 
様式 7-1 

事業収支計画 

2 駐車場の運営 

①公共施設等や民間施設の利用者が、利用しやすい駐

車スペース及び料金システム等が提案されている。 
②道路からのアクセスや交通安全に配慮した提案が

なされている。 
③駐車場への出入庫等、駐車場利用者が利用しやすい

提案となっている。 
④駐車場事業に関する業務について、事業期間にわた

る事業安定化方策について具体的な提案となって

いる。 
⑤その他、優れた提案が含まれている。  

15 
様式 7-2 

事業収支計画 

小計  30  
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(3)  提案価格の審査 

提案価格は、事業全体（市の負担相当額）について 50 点を配点する。また、以下を提案評

価額とする。 

【提案評価額】 

サービス対価・駐車場賃料（支出）―地代総額（収入） 

 

提案価格の審査における配点の考え方は、下表に示すとおりとする。 

＜算定式＞ 

評価の視点 配点 評価方法 

市の負担相当額（円） 50 点 50点 －（当該提案価格－最低提案価格）／基準価格 

※地代総額は、応募者が提案する貸付面積・事業期間の地代の総額とする。 

※金額は、全て税抜、名目値とする。なお、「名目値」とは、現在価値換算前の金額を指す。 

※「当該提案評価額」とは、各応募者の提案価格に基づき算定した提案評価額をいう。 

※「最低提案評価額」とは、各応募者の提案価格に基づき算定した提案評価額のうち、最 

 も低い提案評価額をいう。 

※「基準価格」は 1 億円とする。 

 

(4) 総合審査 

提案内容及び提案価格の審査の得点合計により最優秀提案者及び次点を選定する。 

なお、総合評価点が 60%未満の場合、当該応募者は失格とする。 

 

 総合評価点 ＝ 定性評価点 ＋ 価格評価点  

 

総合評価点は、「200 点」とし、定性評価点及び価格評価点の配点について以下に示す。 

 

＜総合評価点の配点＞ 

提案審査内容 配点 

＜定性評価点＞提案内容の審査 150 点 

＜価格評価点＞提案価格の審査 50 点 

 

 

4. 優先交渉権者の選定 
市は、審査委員会における最優秀提案者及び次点の選定結果をもとに、優先交渉権者及び

次順位優先交渉権者を決定する。 

 


